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令和６年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組 

令和７年５月29日  

消費者庁表示対策課 

第１ 景品表示法違反被疑事件の処理状況 

１ 国（消費者庁及び公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等） 

⑴ 概況

消費者庁は、景品表示法違反被疑事件について調査を行い、違反する事実がある

と認められたときは、措置命令の名宛人となるべき者に対し、予定される措置命令

の内容等を通知し、弁明書及び証拠書類等を提出する機会を付与し、弁明の内容等

を踏まえて措置命令を行っている。 

また、措置命令を行うに足る事実が認められなかった場合であっても、景品表示

法に違反するおそれがあるときは、関係事業者に対し、是正措置を採るよう指導し

ている。 

さらに、消費者庁は、景品表示法第５条第１号又は第２号の規定に違反する事実

があると認められたときは、所定の要件に従い、課徴金納付命令の名宛人となるべ

き者に対し、措置命令の場合と同様に弁明の機会を付与し、弁明の内容等を踏まえ

て課徴金納付命令を行っている。 

このほか、確約手続に係る通知を受けた事業者から申請された確約計画を消費者

庁が認定するという景品表示法に基づく行政処分がある。 

令和６年度における調査件数は、前年度から繰越した34件、年度内に新規に着手

した403件の合計437件である。同年度における処理件数は、措置命令が26件、確約

計画の認定が１件、課徴金納付命令が７件、指導が339件のほか、都道府県による処

理が適当として都道府県に移送したものが５件、公正競争規約により処理すること

が適当として当該公正競争規約を運用している公正取引協議会等に移送して同協議

会等が処理したものが１件などの合計382件である。 

令和６年度に処理したもののうち、公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等

が行った調査の結果を踏まえて消費者庁が措置命令を行ったものは５件（北海道事

務所、近畿中国四国事務所、近畿中国四国事務所中国支所、内閣府沖縄総合事務局）、

指導を行ったものは12件である。 
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（注）確約手続は、令和６年10月1日施行の改正景品表示法により新設。 

 

表１ 調査件数等の推移                    （単位：件） 

年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

前年度からの繰越し 85 74 34 

新規件数 職権探知 48 82 278 

情報提供注 137（14,410） 71（18,114） 120（21,853） 

自主報告 4 2 5 

小計 189 155 403 

調査件数 274 229 437 

処理件数 措置命令 41 44 26 

確約計画の認定   1 

指導 112 85 339 

都道府県移送 8 5 5 

協議会処理 14 14 1 

打切り等 25 47 10 

小計 200 195 382 

次年度への繰越し 74 34 55 

（注）外部から提供された情報に基づき、景品表示法違反被疑事案として調査する

ことが適当と思われた事案数。括弧内の数字は外部から提供された情報の総数。 
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表２ 令和６年度における処理事件の商品役務別分類      （単位：件） 

商品役務 
措置命令・確約

計画の認定 
指 導 合 計 

食品注 2 25 27 

被服品 0 6 6 

住居品 1 4 5 

教養娯楽品 1 9 10 

教養・娯楽サービス 5 45 50 

車両・乗り物 4 158 162 

保健衛生品 9 12 21 

土地・建物・設備 0 25 25 

運輸・通信サービス 0 1 1 

教育サービス 0 7 7 

保健・福祉サービス 2 12 14 

金融・保険サービス 0 0 0 

その他 3 35 38 

合計 27 339 366 

（注）外食等、役務に分類されるものは含まない。 

 

 

表３ 令和６年度における公正取引委員会地方事務所・支所等が調査を行った事件

処理件数                        （単位：件） 

公正取引委員会 

地方事務所・支所等 
措置命令 指 導 合 計 

北海道事務所 1  2 3 

東北事務所 0 1 1 

中部事務所 0  0 0 

近畿中国四国事務所 2  3 5 

中国支所 1 0 1 

四国支所 0 2 2 

九州事務所 0 2 2 

沖縄総合事務局 1 2 3 

合計 5 12 17 

 

  

3



⑵ 課徴金納付命令等の状況 

令和６年度においては、７名の事業者に対して７件の課徴金納付命令を行い、19

億2696万円の課徴金の納付を命じた。 

 

表４ 課徴金納付命令及び実施予定返金措置計画に係る処分の件数の推移      

年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

課徴金納付命令 17件 12件 7件 

課徴金額 3億441万円 20億4419万円 19億2696万円 

実施予定返金措置計画 
認定 0件 0件 0件 

不認定 0件 0件 0件 

 

なお、規模基準（景品表示法第８条第１項ただし書の規定に基づき、課徴金額が

150万円未満となる場合には、課徴金を賦課しないこととされている。）等により、

消費者庁が措置命令を行った案件のうち、過去３年度の間に課徴金を賦課しないこ

ととされた案件の合計は64件である。 

 

⑶ 健康増進法 

令和６年度においては、インターネット上の食品の虚偽・誇大広告の監視を行い、

健康増進法第65条第１項（誇大表示の禁止）の規定に違反するおそれのある519事業

者に対して、表示の改善指導を行った。 

 

⑷ 表示事件の処理状況 

令和６年度に措置命令及び確約計画の認定を行った事件は、次のとおり、全て表

示事件であり、その件数は計27件である（別紙１参照）。 
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表５ 表示事件の一覧（措置命令と確約計画の認定） 

事件一覧（措置命令） 件数 

花粉対策商品の効果に関する不当表示 １件 

葬儀サービスの提供価格に関する不当表示 １件 

診療サービスの口コミに関する不当表示 １件 

通信講座の提供価格に関する不当表示 １件 

中古自動車の修復歴に関する不当表示 １件 

居酒屋の料理の提供価格に関する不当表示 １件 

家庭用の都市ガスの小売供給に関する不当表示 １件 

フィットネスジムにおける提供役務に関する不当表示 ２件 

ＮＭＮのサプリメントに関する不当表示 １件 

自転車用ヘルメットを標ぼうする商品の安全基準等に関する不当表示 ３件 

ネイル講座の授業料に関する不当表示 １件 

家具等の販売価格に関する不当表示 １件 

ダニの捕獲効果等を標ぼうする商品の効果に関する不当表示 ８件 

歯列矯正の口コミに関する不当表示 １件 

目のサプリメントに関する不当表示 １件 

パソコンのポイント等の還元キャンペーンに関する不当表示 １件 

事件一覧（確約計画の認定） 件数 

パーソナルジムの入会金に関する違反被疑行為 １件 

 

表６ 表示事件の内訳                    （単位：件） 

関係法条 
措置命令・確

約計画の認定 
指 導 合 計 

第５条第１号（優良誤認） 14 298 312 

 第７条第２項適用 9 0 9 

第５条第２号（有利誤認） 8  21 29 

第５条第３号 5  19 24 

 無果汁 0  0 0 

原産国表示 0  4 4 

消費者信用 0  0 0 

不動産おとり広告 0  8 8 

おとり広告 0  2 2 

有料老人ホーム 0  0 0 

ステルスマーケティング告示 5  5 10 

合 計（延べ数）注 27 338 365 

（注）関係法条が２以上にわたる事件があるため、本表の合計は表１の数値と一致

しない。以下同じ。 
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⑸ 景品事件の処理状況 

令和６年度における処理状況は次のとおりである。 

 

表７ 景品事件の内訳                    （単位：件） 

関係告示 
措置命令・確約

計画の認定 
指 導 合 計 

懸賞景品告示 0 2 2 

総付景品告示 0 0 0 

業種別景品告示 0 0 0 

合計（延べ数） 0 2 2 

 

⑹ 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置に係る執行状況 

消費者庁は、景品表示法第22条第１項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関

して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、当該事業者

に対し、その措置について必要な指導及び助言をすることができる（景品表示法第

23条）。 

また、消費者庁は、事業者が正当な理由なく景品表示法第22条第１項の規定に基

づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景

品類の提供又は表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる

（景品表示法第24条第１項）とともに、勧告を行った場合において当該事業者がそ

の勧告に従わないときは、その旨を公表することができる（同条第２項）。 

上記に係る消費者庁の執行状況は表８のとおりである。 

 

表８ 事業者が講ずべき措置に係る処理状況      （単位：件） 

年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

指導及び助言 60 45 22 

勧告 0 0 0 

公表 0 0 0 

 

令和６年度において消費者庁により指導が行われた事例としては、例えば、①優

良誤認表示について、景品表示法の考え方の周知啓発・法令遵守の方針等の明確化・

不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応を行っておらず、

自社ウェブサイトにおいて、表示の根拠となる情報を確認していなかった事例、②

有利誤認表示について、商品パッケージにおいて、表示の根拠となる情報を確認し

ていなかった事例、③景品事件について、景品表示法の考え方の周知啓発・法令遵

守の方針等の明確化・景品類の提供等を管理するための担当者等を定めること・不

当な景品類の提供等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応を行ってお

らず、違法とならない景品類の価額の最高額・総額・種類・提供の方法等を確認し

ていなかった事例がある。 

 

⑺ 行政処分取消訴訟等 

ア 判決／決定 

令和６年度においては、以下の３事案において取消訴訟に係る判決が言い渡さ
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れた。 

表９ 判決／決定が言い渡された事案 

令和６年度 備考 

大正製薬株式会社による措置命令に

対する取消訴訟 

・令和７年１月15日、東京高等裁判所

は、控訴人の請求を棄却する判決

（判決確定）。 

・令和元年７月４日、措置命令。 

・令和４年９月30日、訴訟提起（令和４

年（行ウ）第459号）。 

・同日、執行停止の申立て（令和４年（行

ク）第217号）。同年11月11日、東京

地方裁判所は、申立てを却下する決

定。 

・同月17日、即時抗告（令和４年（行ス）

第74号）。同年12月22日、東京高等裁

判所は、抗告を棄却する決定（決定確

定）。 

・令和６年３月15日、東京地方裁判所

は、原告の請求を棄却する判決。 

・同月29日、同判決の取消しを求めて控

訴提起（令和６年(行コ)第137号）。 

株式会社東亜産業による措置命令に

対する取消訴訟 

・令和６年９月25日、東京高等裁判所

は、控訴人の請求を棄却する判決。 

・同年10月10日、同判決の取消しを求

めて上告提起（令和６年（行サ）第

145号）及び上告受理申立て（令和７

年（行ヒ）第６号）。同年12月６日、

東京高等裁判所は上告人の上告を

棄却する判決、令和７年３月28日、

最高裁判所は、上告審として受理し

ない決定（判決確定）。 

・令和２年８月28日、措置命令。 

・令和４年７月29日、訴訟提起（令和４

年（行ウ）第371号）。令和６年２月

28日、東京地方裁判所は、原告の請求

を棄却する判決。 

・同年３月12日、同判決の取消しを求め

て控訴提起（令和６年（行コ）第98

号）。 

株式会社だいにち堂による課徴金納

付命令に対する取消訴訟 

・令和６年７月31日、東京高等裁判所

は、控訴人の請求を棄却する判決。 

・同年10月10日、同判決の取消しを求

めて上告提起（令和６年（行ツ）第

316号）及び上告受理申立て（令和６

年（行ヒ）第378号）。同年12月５日、

最高裁判所は上告人の上告を棄却

する決定及び上告審として受理し

ない決定（判決確定）。 

・令和３年２月３日、課徴金納付命令。 

・令和４年12月26日、訴訟提起（令和４

年（行ウ）第574号）。令和６年１月

30日、東京地方裁判所は、原告の請求

を棄却する判決。 

・同年２月10日、同判決の取消しを求め

て控訴提起（令和６年（行コ）第44

号）。 
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イ 訴訟係属中の訴訟 

上記アのほか、令和６年度における取消訴訟係属中の事案は以下のとおり。 

 

表10 訴訟係属中の事案 

令和６年度 備考 

株式会社ユニクエストによる課徴金納

付命令に対する取消訴訟 

・令和３年７月２日、課徴金納付命令。 

・同年12月24日、訴訟提起（令和３年

（行ウ）第618号）（訴訟係属中）。 

株式会社ｆｏｒｔｙーｆｏｕｒによる

措置命令に対する取消訴訟 

・令和６年４月24日、訴訟提起（令和６

年（行ウ）第141号）（訴訟係属中）。 

・令和５年10月26日、措置命令。 

株式会社キャリカレによる措置命令に

対する取消訴訟 

・令和６年９月３日、訴訟提起（令和

６年（行ウ）第344号）（訴訟係属中）。 

・同日、執行停止の申立て（令和

６年（行ク）第217号）。同年10

月22日、東京地方裁判所は、申

立てを却下する決定。 

・同月30日、即時抗告（令和６年

（行ス）第60号）。令和７年２月

27日、東京高等裁判所は、抗告を

棄却する決定（決定確定）。 

・令和６年７月19日、措置命令。 
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２ 都道府県知事 

都道府県知事には、景品表示法第38条第11項及び不当景品類及び不当表示防止法施

行令第23条の規定に基づき、措置命令権限と調査権限が委任されており、都道府県知

事は、自らの判断と責任によって景品表示法を運用することができる。 

最近の都道府県知事による措置命令件数は、表11のとおりである。令和６年度にお

いては、３都府県において４件の措置命令が行われている（別紙２参照）。 

 

都道府県知事による措置命令件数の推移 

 
 

表11 都道府県知事による措置命令件数  

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

６件 

（埼玉県 1件） 

（東京都 2件） 

（静岡県 1件） 

（大阪府 1件） 

（兵庫県 1件） 

３件 

（埼玉県 1件） 

（東京都 2件） 

４件 

（埼玉県 1件） 

（東京都 2件） 

（京都府 1件） 
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第２ 表示等の適正化への取組状況 

 １ 「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律」の施行に向けて 

確約手続の導入等を内容とする「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する

法律（令和５年法律第 29号）（以下「改正法」という。）」は、令和５年５月 17日に成

立し、令和６年 10 月１日から施行された。改正法の施行に当たり、消費者庁はパブ

リック・コメントを実施する等の必要な手続を経た上で、内閣府令・運用基準等の整

備を行った。  

具体的には、確約手続の申請書の様式などの各種申請手続を定めた内閣府令の新設

並びに確約手続の対象となる事案及び確約認定の基準等の考え方を示した運用基準の

新設、課徴金の割増規定や推計規定など課徴金制度の見直し等を踏まえた「不当景品

類及び不当表示防止法施行規則」及び「不当景品類及び不当表示防止法第８条（課徴

金納付命令の基本的な要件）に関する考え方」の改正等である。  

加えて、令和６年９月に、改正法の内容について事業者等に向けた説明会を東京都、

大阪府及び愛知県で実施したほか、解説動画を消費者庁ウェブサイトに掲載した。  

 

 
  

景品表示法の改正（概要）

１ 事業者の自主的な取組の促進
・ 優良誤認表示等の疑いのある表示等をした事業者が是正措置計画を申請し、内閣総理大臣から認定を受けたときは、当該行為について、
措置命令及び課徴金納付命令の適用を受けないこととすることで、迅速に問題を改善する制度の創設（第26条～第33条）

・ 特定の消費者へ一定の返金を行った場合に課徴金額から当該金額が減額される返金措置に関して、返金方法として金銭による返金に加
えて第三者型前払式支払手段（いわゆる電子マネー等）も許容（第10条）

２ 違反行為に対する抑止力の強化
の見直し

・ 課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における売上額を推計することができる規定の整備（第８条第４項）
・ 違反行為から遡り10年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対し、課徴金の額を加算（1.5倍）する規定の新設（第８
条第５項及び第６項）

罰則規定の拡充
・ 優良誤認表示・有利誤認表示に対し、直罰（100万円以下の罰金）の新設（第48条）

３ 円滑な法執行の実現に向けた各規定の整備等
国際化の進展への対応

・ 措置命令等における送達制度の整備・拡充、外国執行当局に対する情報提供制度の創設（第41条～第44条）

適格消費者団体による開示要請規定の導入
・ 適格消費者団体が、一定の場合に、事業者に対し、当該事業者による表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の開示を要請するこ
とができるとともに、事業者は当該要請に応ずる努力義務を負う旨の規定の新設（第35条）

主な改正事項

（不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律）

商品又は役務の取引に関する表示をめぐる状況に鑑み、景品表示法の改正により、事業者の自主的な取組の促進、違反行為に対する抑止力の
強化等を講ずることで、一般消費者の利益の一層の保護を図る。
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２ 「No.1表示に関する実態調査報告書」の公表 

一般消費者に商品・サービスを提供する事業者は、広告等において、商品等の内容

の優良性又は取引条件の有利性を訴求するために「売上 No.1」、「安さ第１位」等と強

調する表示を行うことがある。このような表示は「No.1表示」と呼ばれ、合理的な根

拠に基づかず、事実と異なる場合には、実際のもの又は競争事業者のものよりも著し

く優良又は有利であると一般消費者に誤認され、景品表示法における不当表示として

問題となる。 

消費者庁は、消費者を誤認させるような不当な No.1表示を防止する観点から、No.1

表示に関する実態調査を実施し、同年９月 26日、調査結果を取りまとめた「No.1表示

に関する実態調査報告書」を公表した。本報告書においては、No.1表示のうち「顧客

満足度」や「コスパが良いと思う」といった第三者の主観的な評価を指標とするもの

や、これと類似する「医師の○％が推奨」といった表示について、どのような場合に

景品表示法上の不当表示として問題となるかといった同法に関する考え方を示してい

る。 

 

３ 「ステルスマーケティングに関するＱ＆Ａ」の公表 

広告であるにもかかわらず広告であることを隠す、いわゆるステルスマーケティン

グについて、令和５年３月 28日に景品表示法第５条第３号に基づく不当表示として新

たに指定し（「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」

（いわゆるステルスマーケティング告示））、同年 10 月１日から施行しているところ、

消費者庁は、令和６年 10月、施行後の執行実績や消費者庁に寄せられることの多かっ

た質問等を踏まえ、同告示の考え方を具体的に示した「ステルスマーケティングに関

するＱ＆Ａ」を公表した。 

 

４ 公正競争規約 

公正競争規約（以下「規約」という。令和７年３月31日現在103件〔景品37件、表示

66件〕）は、景品表示法第36条の規定により、消費者庁長官及び公正取引委員会の認

定を受けて事業者又は事業者団体が設定する景品類の提供又は表示に関する自主的な

ルールである。 

令和６年度においては、食品表示基準（平成27年内閣府令第10号）の規定内容を反

映させるもの、ステルスマーケティング告示に係る規定の新設等、65件の規約の変更

を認定した。 

 

５ 関係行政機関との連携等 

都道府県等における景品表示法の執行力の強化に向けて、公正取引委員会事務総局

地方事務所・支所等と協力して北海道・東北地区、関東甲信越地区、中部地区、近畿

地区、中国地区、四国地区、九州・沖縄地区の各ブロックの都道府県等との連絡会議

（景品表示法ブロック会議）を順次開催し、都道府県等（及び公正取引委員会事務総

局地方事務所・支所等）の景品表示法担当職員向けに研修を実施した。 

各ブロックの実施状況は表12のとおりである。 
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表12 令和６年度における景品表示法ブロック会議の開催状況 

第１回 第２回 ブロック 参加都道府県等 

４月23日 10月29日 北海道・東北 
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、

山形県、福島県 

４月17日 10月18日 関東甲信越 

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、

東京都、神奈川県、新潟県、新潟市、山梨県、

長野県 

５月17日 10月24日 中部 
富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、

三重県 

４月26日 10月25日 近畿 
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、大阪市、

兵庫県、奈良県、和歌山県 

５月14日 11月１日 中国 
鳥取県、鳥取市、島根県、岡山県、広島県、

山口県 

５月８日 10月31日 四国 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

５月10日 11月６日 九州・沖縄 
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、

宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

 

さらに、表12の研修とは別に、都道府県等において景品表示法の執行に従事してい

る職員を対象とした同法の執行研修を実施した。このほか、公正取引委員会事務総局

地方事務所・支所等と共に、都道府県等が行う景品表示法の運用に関して助言を行う

など、都道府県等との協力関係の強化に努めている。 

なお、景品表示法に関する調査情報等を共有するネットワーク（景品表示法執行NET

システム）を運用することにより、公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等及び

都道府県等との情報共有の緊密化を図っている。 

 

６ 景品表示法に関する相談業務 

消費者庁は、公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等と共に、景品表示法違反

行為の未然防止の観点から、事業者等がこれから行う商品・サービスに関する表示の

方法や景品類の提供の方法について、事前に相談に応じている。 

景品表示法に関して消費者庁及び公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等が受

け付けた相談件数は、表13のとおりであり、令和６年度においては、16,000件（前年

度17,244件）の相談を受け付けた。具体的な相談内容としては、表示規制に関するも

のとして、No.1表示に関する相談、効果・性能に関する相談、ステルスマーケティン

グに関する相談、二重価格表示に関する相談があったほか、景品規制に関するものと

して、「取引に付随する」との考え方に関する相談、値引きに関する相談、景品類の

価額の考え方に関する相談、経済上の利益の考え方に関する相談等があった。 

 

表13 相談件数                     （単位：件） 

年 度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

相談件数 16,556 17,244 16,000 

 

７ 景品表示法の普及・啓発 

消費者庁及び公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等は、景品表示法の普及・
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啓発及び同法違反行為の未然防止のために、消費者団体、地方公共団体、事業者団体

や広告関係の団体が主催する景品表示法に関する講習会、研修会等に職員を講師とし

て派遣している。 

令和６年度においては、消費者団体、地方公共団体、事業者団体等が全国各地で開

催する講習会等に、計170回（受講者数は合計約1.3万人）講師を派遣した。 

また、景品表示法の概要等を取りまとめたパンフレットを消費者団体、地方公共団

体、事業者団体等に対し配布しているところ、令和６年度においては、約3,800部配布

した。 
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別紙１ 

 

１ 令和６年度において消費者庁が措置命令を行った事件 

No 事 件 名 事  件  概  要 違反法条 

１ 

エステー 

株式会社 

に対する件 

（Ｒ６．４．25） 

エステー株式会社は、「ＭｏｒｉＬａｂｏ ナイトケア花粉

バリアポット」と称する商品（以下「本件商品①」という。）、

「ＭｏｒｉＬａｂｏ 花粉バリアスティック」と称する商品

（以下「本件商品②」という。）、「ＭｏｒｉＬａｂｏ 花粉バ

リアシール」と称する商品（以下「本件商品③」という。）及

び「ＭｏｒｉＬａｂｏ 花粉バリアスプレー」と称する商品（以

下「本件商品④」という。）の各商品を一般消費者に販売する

に当たり、 

⑴ 例えば、本件商品①について、令和５年３月２８日から同

年９月２９日までの間、自社ウェブサイトにおいて、「香り

で花粉をガード※ 花粉を直接覆って、アレル物質の働きを

引き下げる」等と表示するなど、あたかも、本件商品①から

本件商品③までの商品を使用するだけで、トドマツ精油の香

りの成分が、浮遊するスギ花粉を含む花粉をガードする効果

及びスギ花粉をコーティングすることによりアレル物質の

働きを低減する効果等が得られるかのように示す表示をし

ていた。 

⑵ 本件商品④について、例えば、令和５年３月２８日から同

年６月９日までの間、自社ウェブサイトにおいて、マスクを

着用した人物の画像と共に、「ＭｏｒｉＬａｂｏⓇ 花粉に直

接アプローチ 次世代の花粉対策」、「花粉をＷブロック※

１」、「※１ スプレー時には、顔や髪のまわりに浮遊するス

ギ花粉をコーティングすることにより、アレル物質の働きを

低減します。スプレー後には、肌や髪の表面をバリア層が包

み込み、空気中のスギ花粉の付着を抑制します。」等と表示

するなど、あたかも、本件商品④を使用するだけで、スギ花

粉を含む花粉が付着することをブロックする効果、及び本件

商品④に含まれるトドマツ精油の香りの成分が、顔や頭髪の

周りにおいて浮遊するスギ花粉をコーティングすることに

よりアレル物質の働きを低減する効果が得られるほか、顔や

頭髪の周辺の空間に浮遊するウイルスが付着することを９

９％ブロックする効果等が得られるかのように示す表示を

していた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付け

となる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社

は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該

資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであ

るとは認められないものであった。 

第５条 

第１号 

（第７条

第２項 

適用） 

２ 

株式会社 

那覇直葬センター 

に対する件 

（Ｒ６．５．30） 

株式会社那覇直葬センターは、「直葬プラン」又は「火葬プ

ラン」と称する葬儀サービス（以下「本件役務」という。）を

一般消費者に提供するに当たり、 

⑴ 令和５年３月４日、同月１８日、同年５月２０日、同月２

７日、同年６月１０日及び同月２４日に配布された日刊新聞

紙に折り込んだチラシにおいて、例えば、仏具がある部屋に

安置された棺の写真、合掌する複数の人物の写真及び供花が

ある部屋に安置された棺の写真と共に、「直葬」、「火葬プラ

ン ７７，０００円（税込）」等と表示することにより、あ

たかも、本件役務の提供に当たって、個室で遺体と面会する

第５条 

第２号 
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No 事 件 名 事  件  概  要 違反法条 

場合（当該個室に供花又は仏具を置く場合を含む。）でも７

万７０００円以外に追加料金が発生しないかのように表示

していた。 

実際には、個室で遺体と面会する場合には個室の料金が追

加で発生し、加えて、当該個室に供花又は仏具を置く場合に

は供花又は仏具の料金が追加で発生するものであった。 

⑵ 令和５年４月２５日から同年５月１１日までの間、自社

ウェブサイトにおいて、「直葬プラン ７０，０００円（税

別） ７７，０００円（税込）」及び「通常価格 １８０，０

００円（税込１９８，０００円）」と表示することにより、

あたかも、「通常価格」と称する価額は、同社において本件

役務について通常提供している価格であり、実際の提供価格

が当該通常提供している価格に比して安いかのように表示

していた。 

実際には、「通常価格」と称する価額は、同社において本

件役務について提供された実績のないものであった。 

３ 

医療法人社団 

祐真会 

に対する件 

（Ｒ６．６．６） 

医療法人社団祐真会は、同法人が運営する「マチノマ大森内

科クリニック」と称する診療所（以下「クリニック」という。）

において供給する診療サービスに係る役務を一般消費者に提

供するに当たり、インフルエンザワクチン接種のためにクリ

ニックに来院した者（以下「第三者」という。）に対し、「Ｇｏ

ｏｇｌｅマップ」と称するウェブサイト内の同法人が開設し運

営するクリニックの「プロフィール」と称する施設情報を示す

表示における「クチコミ」と称する当該施設の口コミ及び評価

を示す箇所のクリニックの評価として「★★★★★」又は「★

★★★」の投稿をすることを条件に当該第三者がクリニックに

対して支払うインフルエンザワクチン接種費用から割り引く

ことを伝え、当該第三者がこれに応じて投稿している又は投稿

していた。 

当該投稿による表示は、①同法人が表示内容の決定に関与し

ていることから、同法人が自己の供給する本件役務の取引につ

いて行う表示（以下「事業者の表示」という。）と認められる

ものであり、②表示内容全体から一般消費者にとって事業者の

表示であることが明瞭になっているとは認められず、一般消費

者が事業者の表示であることを判別することが困難であると

認められる表示に該当するものであった。 

第５条 

第３号

（ステル

スマーケ

ティング

告示） 

４ 

株式会社 

キャリカレ 

に対する件 

（Ｒ６．７．19） 

 株式会社キャリカレは、「メンタル総合心理Ⓡ」と称する通

信講座等の１０役務（以下「本件１０役務」という。）を一般

消費者に提供するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、例え

ば、「メンタル総合心理Ⓡ」と称する通信講座について、遅く

とも令和５年７月１３日から同月１４日までの間、「７／１４ 

１３：５９まで 最大４１％ＯＦＦ！夏得キャンペーン 通常

価格５９，５００円 → ４１，０００円（税込） （月々１，

９８０円×２４回） ３１％ＯＦＦ」等と表示するなど、あた

かも、「通常価格」と称する価額は、自社ウェブサイトを通じ

て受講を申し込んだ場合において、本件１０役務について通常

提供している価格であり、「通常価格」と称する価額から割り

引いた提供価格が当該通常提供している価格に比して安いか

のように表示していた。 

 実際には、「通常価格」と称する価額は、自社ウェブサイト

を通じて受講を申し込んだ場合において、本件１０役務につい

て提供された実績のないものであった。 

同社は、本件１０役務のうち５役務（以下「本件５役務」と

第５条 

第２号 
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No 事 件 名 事  件  概  要 違反法条 

いう。）を一般消費者に提供するに当たり、自社ウェブサイト

において、例えば、「メンタル総合心理Ⓡ」と称する通信講座

について、遅くとも令和６年１月５日から同月２４日までの

間、「１／２４ ２３：５９まで お正月キャンペーン ＼３

５％ＯＦＦ／ ハガキ申込価格５９，５００円 → ３８，６

００円（税込） （月々１，８６０円×２４回）」等と表示す

るなど、あたかも、表示された期限内に受講を申し込んだ場合

に限り、「ハガキ申込価格」と称する価額から割り引いた提供

価格で本件５役務の提供を受けることができるかのように表

示していた。 

実際には、表示された期限後に受講を申し込んだ場合であっ

ても、「ハガキ申込価格」と称する価額から割り引いた提供価

格で本件５役務の提供を受けることができるものであった。 

５ 

株式会社 

ＷＥＣＡＲＳ 

に対する件 

（Ｒ６．７．24） 

株式会社ビッグモーターは、中古自動車３０台（以下「本件

３０商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、自社

ウェブサイト又は「カーセンサー」と称する全国の中古自動車

情報を掲載しているウェブサイトにおいて、例えば、令和４年

９月３日から同年１１月９日までの間、「修復歴なし」と表示

することにより、あたかも、本件３０商品は、車体の骨格部位

に損傷が生じたことのない中古自動車であるかのように示す

表示をしていたが、実際には、本件３０商品は、車体の骨格部

位に損傷が生じたことのある中古自動車であった。 

消費者庁は、同社から吸収分割により全ての事業を承継した

株式会社ＷＥＣＡＲＳに対し、措置命令を行った。 

第５条 

第１号 

 

６ 

株式会社 

ファッズ 

に対する件 

（Ｒ６．７．29） 

 株式会社ファッズは、同社が運営する飲食店「新時代」又は

「新時代４４」において、料理及び飲料を供給する役務（以下

「本件役務」という。）を一般消費者に提供するに当たり、「食

べログ」と称する飲食店ポータルサイト内に開設された自社

ホームページにおいて、例えば、令和５年６月２１日から同年

１２月２５日までの間、「新時代新橋店」と称する店舗におい

て提供する本件役務について、「料理メニュー」及び「（税込価

格）」、「伝串（１本）」及び「５０円」等と表示するなど、また、

「Ｘ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）」と称するＳＮＳ内の公式アカウン

トの投稿において、例えば、令和５年７月１７日以降、「こっ

ちの方が良くないでしょうか？」との記載と共に、「値上げラッ

シュに負けずに営業！」及び「伝串５０円 生中１９０円」と

の記載のある画像等を表示することにより、あたかも、表示価

格が税込価格であるかのように表示している又は表示してい

た。 

実際には、本件役務の表示価格は消費税を含まない価格で

あって、税込価格ではなかった。 

第５条 

第２号 

７ 

株式会社 

ジェイコムウエス

ト 

に対する件 

（Ｒ６．８．６） 

株式会社ジェイコムウエストは、家庭用の都市ガスの小売供

給のうち、「Ｊ：ＣＯＭガス まとめトク料金コース」と称す

るガス料金を適用する都市ガスの小売供給（以下「本件役務」

という。）を一般消費者に提供するに当たり、令和４年１１月

１１日から令和５年１月１９日までの間、ＪＣＯＭ株式会社の

ウェブサイトにおいて、例えば、「ＰＯＩＮＴ１ Ｊ：ＣＯＭ

ガスのまとめトク料金コースなら年間３，４２０円（税込）お

トクに！」、「大阪ガスの一般料金をご契約中のご家庭で、毎月

のガス使用量が１６㎥を超える場合は、Ｊ：ＣＯＭガスのまと

めトク料金コースをご契約いただくとおトクになります。」等

と表示することにより、あたかも、毎月のガス使用量が１６㎥

を超える場合の本件役務のガス料金は、大阪瓦斯株式会社が提

第５条 

第２号 

16



No 事 件 名 事  件  概  要 違反法条 

供する家庭用の都市ガスの小売供給のうち、「一般料金」と称

するガス料金を適用する都市ガスの小売供給のガス料金（以下

「大阪ガス一般料金」という。）より低額であるかのように表

示していた。 

実際には、上記期間において、月のガス使用量の多寡にかか

わらず、本件役務のガス料金は大阪ガス一般料金より高額で

あった。 

８ 

ＲＩＺＡＰ 

株式会社 

に対する件 

（Ｒ６．８．８） 

ＲＩＺＡＰ株式会社は、同社が運営する「ｃｈｏｃｏＺＡＰ」

と称する店舗において供給する８つのサービス（以下「本件役

務①」という。）を一般消費者に提供するに当たり、例えば、

令和６年３月２８日及び同月２９日に、「＼＼１回たった１０

分で／／理想の白い歯へ」と称する自社ウェブサイトにおい

て、「追加料金なしで 全サービスも２４時間使い放題！」、「ボ

ディメイクや美容ケアはもちろん、リラクゼーションやワーキ

ングスペースも好きな時にご利用可能です！」等と表示するな

ど、あたかも、本件役務①について、１日２４時間のうち、い

つでも又は好きな時に利用できるかのように示す表示をして

いたが、実際には、本件役務①を利用できる最大の合計時間数

は５時間から１６時間までの時間であって、１日２４時間のう

ち、いつでも又は好きな時に利用できるものではなかった。 

同社は、同社が運営する「ｃｈｏｃｏＺＡＰ」と称する店舗

において供給する役務（以下「本件役務②」という。）を一般

消費者に提供するに当たり、例えば、令和６年３月２８日に、

「セルフでも簡単！毎日をもっとキレイに！ 完璧つるすべ

肌へ 業務用脱毛マシン採用」と称する自社ウェブサイトの

「ＳＮＳでも話題！絶賛の口コミ続々」との表示箇所におい

て、サングラスをかけた女性がセルフ脱毛の機器を使用する画

像と共に、「気になっていた『ｃｈｏｃｏＺＡＰ』ついに入会

しちゃった」、「なんと完全個室のセルフ脱毛が使い放題 ！！

←これにかなり惹かれた感ある」、「しかも服装自由・シューズ

の履き替え不要で来たままの服装でメチャクチャ気軽に通え

る！」、「＠●●●●●●●●●」、「※個人の感想です。」等と

表示していた。 

 当該表示は、①同社が表示内容の決定に関与していることか

ら、同社が自己の供給する本件役務②の取引について行う表示

（以下「事業者の表示」という。）と認められるものであり、

②表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示である

ことが明瞭になっているとは認められず、一般消費者が事業者

の表示であることを判別することが困難であると認められる

表示に該当するものであった。 

第５条 

第１号 

及び 

第５条 

第３号

（ステル

スマーケ

ティング

告示） 

９ 

大正製薬 

株式会社 

に対する件 

（Ｒ６．11．13） 

大正製薬株式会社は、「ＮＭＮ ｔａｉｓｈｏ」と称するサ

プリメント（以下「本件商品」という。）を一般消費者に販売

するに当たり、令和６年４月３日及び同月１９日から同年５月

２２日までの間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、「Ｉｎ

ｓｔａｇｒａｍで注目度上昇中⤴」、「品質にこだわりたい方に

は特許処方の大正製薬『ＮＭＮ ｔａｉｓｈｏ』」、「●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●様」、本件商品を持つ

人物の画像及び「いくつになっても自分らしく、“今が最高”

と思える活き活きとした日々を過ごしていきたいですね！」等

と表示していた。 

当該表示は、①同社が表示内容の決定に関与していることか

ら、事業者が自己の供給する本件商品の取引について行う表示

（以下「事業者の表示」という。）と認められるものであり、

第５条 

第３号

（ステル

スマーケ

ティング

告示） 
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No 事 件 名 事  件  概  要 違反法条 

②表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示である

ことが明瞭になっているとは認められず、一般消費者が事業者

の表示であることを判別することが困難であると認められる

表示に該当するものであった。 

10 

株式会社 

クロマチック・フー

ガ 

に対する件 

（Ｒ６．12．10） 

株式会社クロマチック・フーガは、「ハット型ヘルメット」

と称するヘルメット（以下「本件商品」という。）を一般消費

者に販売するに当たり、少なくとも令和６年１月１９日に、「楽

天市場」と称するウェブサイトに開設した「雑貨の国のアリス
○Ｒ」と称する自社ウェブサイトにおいて、例えば、本件商品を

被った人物の画像と共に、「ハット型ヘルメット」、「ＣＥ認証

済」、「令和５年４月１日から道路交通法の改正により、自転車

利用者のヘルメット着用が努力義務となりました。」等と表示

することにより、あたかも、本件商品が、自転車用ヘルメット

に係る欧州連合の安全基準又は安全規格に適合するものであ

るかのように示す表示をしていた。 

実際には、本件商品は、自転車用ヘルメットに係る欧州連合

の安全基準又は安全規格に適合するものではなかった。 

第５条 

第１号 

11 

蔵前製薬 

株式会社 

に対する件 

（Ｒ６．12．11） 

蔵前製薬株式会社は、同社がインフィニティ株式会社と共同

して、「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した「ａｒｉ

ａｎｎａ」と称するウェブサイト（以下「本件ウェブサイト」

という。）の「商品名」欄において「キャップヘルメット」と

称するヘルメット（以下「本件商品」という。）を一般消費者

に販売するに当たり、少なくとも令和６年１月１３日に、本件

ウェブサイトにおいて、例えば、本件商品を被った人物及び本

件商品の画像と共に、「ＣＥ安全基準認証済み」、「自転車・超

軽量」、「ハット型ヘルメット」、「改正道路交通法の施行により           

令和５年４月１日から、 すべての自転車利用者に対して 

乗車用ヘルメットの着用が 努力義務化されます。」等と表示

することにより、あたかも、本件商品が、自転車用ヘルメット

に係る欧州連合の安全基準又は安全規格に適合するものであ

るかのように示す表示をしていた。 

実際には、本件商品は、自転車用ヘルメットに係る欧州連合

の安全基準又は安全規格に適合するものではなかった。 

第５条 

第１号 

12 

インフィニティ 

株式会社 

に対する件 

（Ｒ６．12．11） 

インフィニティ株式会社は、同社が蔵前製薬株式会社と共同

して、「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した「ａｒｉ

ａｎｎａ」と称するウェブサイト（以下「本件ウェブサイト」

という。）の「商品名」欄において「キャップヘルメット」と

称するヘルメット（以下「本件商品」という。）を一般消費者

に提供するに当たり、少なくとも令和６年１月１３日に、本件

ウェブサイトにおいて、例えば、本件商品を被った人物及び本

件商品の画像と共に、「ＣＥ安全基準認証済み」、「自転車・超

軽量」、「ハット型ヘルメット」、「改正道路交通法の施行により 

令和５年４月１日から、 すべての自転車利用者に対して 

乗車用ヘルメットの着用が 努力義務化されます。」等と表示

することにより、あたかも、本件商品が、自転車用ヘルメット

に係る欧州連合の安全基準又は安全規格に適合するものであ

るかのように示す表示をしていた。 

実際には、本件商品は、自転車用ヘルメットに係る欧州連合

の安全基準又は安全規格に適合するものではなかった。 

第５条 

第１号 

13 

株式会社 

デザインワード 

に対する件 

（Ｒ６．12．17） 

株式会社デザインワードは、「アフロートネイルスクール」

と称するネイルスクールにおいて９種類のネイル講座（以下

「本件９役務」という。）を一般消費者に提供するに当たり、

例えば、自社ウェブサイトの札幌校の「ネイリスト養成コース 

第５条 

第２号 

18



No 事 件 名 事  件  概  要 違反法条 

講座・費用一覧」と称するページにおいて、「プロフェッショ

ナルネイルコース」と称する講座について、令和５年１０月６

日から令和６年３月２４日までの間、「今だけ授業料５０％割

引！！」、「通常授業料７０１,８００円（税込）」、「割引額３５

０,９００円（税込）」及び「授業料３５０,９００円（税込）」

と表示するなど、あたかも、「通常授業料」と称する価額は、

本件９役務について通常提供している価格であり、「授業料」

と称する実際の提供価格が当該通常提供している価格に比し

て安いかのように表示していた。 

実際には、「通常授業料」と称する価額は、本件９役務につ

いて最近相当期間にわたって提供された実績のないもので

あった。 

14 

長谷川産業 

株式会社 

に対する件 

（Ｒ７．２．28） 

長谷川産業株式会社は、家具等の５３商品（以下「本件５３

商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェ

ブサイトにおいて、例えば、「回転オフィスチェア ミッテ２」

と称する商品について、遅くとも令和６年５月１８日から同年

８月１日までの間、「通常価格：￥２５，１９０ １０％税込

（＋送料 ￥２，３１０～） ￥１８，５９０ １０％税込（＋

送料 ￥２，３１０～）」と表示するなど、あたかも、「通常価

格」と称する価額は、本件５３商品について通常販売している

価格であり、実際の販売価格が当該通常販売している価格に比

して安いかのように表示していた。 

実際には、「通常価格」と称する価額は、本件５３商品につ

いて最近相当期間にわたって販売された実績のないもので

あった。 

第５条 

第２号 

15 

株式会社 

イースマイル 

に対する件 

（Ｒ７．３．14） 

株式会社イースマイルは、「さよならダニー」と称する商品

（以下「本件商品」という。）、「さよならダニーデラックス」

と称する商品、「さよならダニーアレル物質分解ミスト」と称

する商品、「さよならダニースプレーワンプッシュ式」と称す

る商品及び「さよならハクション」と称する商品の各商品を一

般消費者に販売するに当たり、例えば、本件商品について、令

和４年１２月２日に、商品パッケージにおいて、本件商品の画

像と共に、「３次元ダニ捕りシートだから１枚でなんと２５万

匹※捕獲！」等と表示するなど、あたかも、本件商品を寝具等

に設置するだけで、本件商品に含まれる誘引剤が寝具等に生息

しているダニを誘引することにより、約２か月間で本件商品の

シート１枚当たり２５万匹捕獲される効果等が得られるかの

ように示す表示をしている又は表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付け

となる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社

は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該

資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであ

るとは認められないものであった。 

第５条 

第１号

（第７条

第２項 

適用） 

16 

株式会社 

スマイルコミュニ

ケーションズ 

に対する件 

（Ｒ７．３．14） 

株式会社スマイルコミュニケーションズは、「さよならダ

ニー」と称する商品（以下「本件商品」という。）、「さよなら

ダニーデラックス」と称する商品、「さよならダニーアレル物

質分解ミスト」と称する商品、「さよならダニースプレーワン

プッシュ式」と称する商品及び「さよならハクション」と称す

る各商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、本件商品

について、令和６年６月２５日から同年７月３日までの間、「楽

天市場」と称するウェブサイトに開設した「ＦＵＮＳ ＭＡＲ

ＫＥＴ」と称する自社ウェブサイトにおいて、「１シートあた

りのダニの捕獲力 ２６万匹」、「誘引剤 ダニが好むフェロモ

第５条 

第１号

（第７条

第２項 

適用） 

19



No 事 件 名 事  件  概  要 違反法条 

ンの香り」等と表示するなど、あたかも、本件商品を寝具等に

設置するだけで、本件商品に含まれる誘引剤が寝具等に生息し

ているダニを誘引することにより、約２か月間で本件商品の

シート１枚当たり２６万匹捕獲される効果等が得られるかの

ように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付け

となる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社

は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該

資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであ

るとは認められないものであった。 

17 

医療法人社団 

スマイルスクエア 

に対する件 

（Ｒ７．３．17） 

医療法人社団スマイルスクエアは、同法人が経営する「スマ

イル＋さくらい歯列矯正歯科二子玉川」と称する診療所（以下

「スマイル＋さくらい歯列矯正歯科」という。）において提供

する歯列矯正に係る役務（以下「本件役務」という。）を一般

消費者に提供するに当たり、本件役務の提供を受けるためにス

マイル＋さくらい歯列矯正歯科に来院した者（以下「第三者」

という。）に対し、「Ｇｏｏｇｌｅマップ」と称するウェブサイ

ト内の同法人が開設し経営するスマイル＋さくらい歯列矯正

歯科の「プロフィール」と称する施設情報における「クチコミ」

と称する当該施設の口コミ及び評価を示す箇所のスマイル＋

さくらい歯列矯正歯科の評価として「★★★★★」（以下「星

５」という。）と併せて感想を投稿すること又は星５を投稿す

ることを条件に、５，０００円分の「ＱＵＯカード」と称する

ギフトカードを提供すること又は当該第三者がスマイル＋さ

くらい歯列矯正歯科に対して支払う本件役務に係る治療費の

総額から５，０００円を割り引くことを伝えたことによって、

当該第三者がこれに応じて投稿していた。 

当該投稿による表示は、①同法人が表示内容の決定に関与し

ていることから、事業者が自己の供給する本件役務の取引につ

いて行う表示（以下「事業者の表示」という。）と認められる

ものであり、②表示内容全体から一般消費者にとって事業者の

表示であることが明瞭になっているとは認められず、一般消費

者が事業者の表示であることを判別することが困難であると

認められる表示に該当するものであった。 

第５条 

第３号

（ステル

スマーケ

ティング

告示） 

18 

ロート製薬 

株式会社 

に対する件 

（Ｒ７．３．25） 

ロート製薬株式会社は、「ロートＶ５アクトビジョンａ」と

称するサプリメント（以下「本件商品」という。）を一般消費

者に販売するに当たり、令和６年６月４日から同年７月２９日

までの間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、「“わたしも”

使っています ｆｒｏｍ Ｉｎｓｔａｇｒａｍ」、本件商品一

粒を載せた指先、本件商品のリニューアル前の商品及び本件商

品を載せた小皿の画像と共に、「１日１粒だから続けやすい」

及び「つるんと飲めるソフトカプセル」等と表示していた。 

当該表示は、①同社が表示内容の決定に関与していることか

ら、事業者が自己の供給する本件商品の取引について行う表示

（以下「事業者の表示」という。）と認められるものであり、

②表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示である

ことが明瞭になっているとは認められず、一般消費者が事業者

の表示であることを判別することが困難であると認められる

表示に該当するものであった。 

第５条 

第３号

（ステル

スマーケ

ティング

告示） 

 

19 

株式会社 

ユニットコム 

に対する件 

（Ｒ７．３．27） 

 株式会社ユニットコムは、「ｉｉｙａｍａＰＣ」と称するパ

ソコン（「キャンパスＰＣ」と称するパソコン及び「コラボゲー

ミングＰＣ」と称するパソコン並びに中古品及びアウトレット

品を除く。以下「本件商品」という。）を一般消費者に販売す

第５条 

第２号 

20



No 事 件 名 事  件  概  要 違反法条 

るに当たり、自社ウェブサイトにおいて、例えば、令和４年９

月５日から同年１０月３日までの間、「決算特別感謝祭 期間

限定 １０／３（月）１０：５９迄 今なら対象機種をご購入

で 最大１０，０００円分相当 還元！」等と表示するなど、

あたかも、表示された期限内に本件商品を購入した場合に限

り、本件商品の購入金額等の条件に応じて、表示された期限後

よりも有利である金額相当のポイント、商品券又はポイント及

び商品券が提供されるかのように表示していた。 

 実際には、表示された期限後に本件商品を購入した場合にお

いても、同一の条件を満たすことにより、表示された期限内と

同額又はそれ以上の金額相当のポイント、商品券又はポイント

及び商品券が提供されるものであった。 
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２ 令和６年度において消費者庁が確約計画の認定を行った事件 

No 事 件 名 事  件  概  要 

１ 

ｃａｎａｍｅ 

株式会社 

に対する件 

（Ｒ７．２．26） 

⑴ ｃａｎａｍｅ株式会社は、令和２年９月１日から令和６年７月３１日

までの間、「かたぎり塾」と称するパーソナルジム（以下「かたぎり塾」

という。）において提供する運動指導（以下「本件役務」という。）を一般

消費者に提供するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、あたかも、表示

されている期限までに本件役務の無料体験を行い、無料体験当日に入会

した場合に限り、通常５０,０００円の入会金が値引きされるかのように

表示していたが、実際には、表示していた期限後であっても、無料体験当

日に入会した場合は、入会金が値引きされるものである疑いがあった。 

⑵ 消費者庁は、同社に対し、確約手続に係る通知を行ったところ、同社か

ら以下のアからオまでの確約計画の認定の申請があった。 

ア 前記⑴の行為と同様の行為を行わない旨を取締役会で決議するこ

と。 

イ 前記⑴の行為の内容について一般消費者に周知徹底すること。 

ウ 前記⑴の行為及び同種の行為が再び行われることを防止するための

各種措置を講じること。 

エ 前記⑴の行為を行っていた期間にかたぎり塾に入会した一般消費者

に対し、支払われた入会金の一部を返金すること。 

オ 前記アからエまでの措置の履行状況を消費者庁に報告すること。 

⑶ 消費者庁は、前記⑵の確約計画は景品表示法が規定する認定要件のい

ずれにも適合すると認め、当該確約計画を認定した。 
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３ 令和６年度において消費者庁が課徴金納付命令を行った事件 

No 事 件 名 事  件  概  要 
課徴金額 

（円） 

１ 

中国電力 

株式会社 

に対する件 

（Ｒ６．５．28） 

⑴ア 中国電力株式会社（以下「中国電力」という。）は、家

庭用の電気の小売供給のうち、「ぐっとずっと。プラン ス

マートコース」と称する電気料金を適用する電気の小売供

給（以下「スマートコース」という。）を一般消費者に提

供するに当たり、例えば、令和４年４月１日から同年６月

１９日までの間、自社ウェブサイトにおいて、「ご家庭の

お客さまに最も多くご契約いただいている『従量電灯Ａ』

よりも、１年間で約１，２００円※１おトクになる新コース

です。※２」、「電気のご使用量が比較的少なく、時間帯を気

にせずに電気をご使用になりたいお客さま（月平均ご使用

電力量４００ｋＷｈ以下）におすすめです。」等と表示す

るなど、あたかも、少なくとも月平均の使用電力量が４０

０ｋＷｈ以下の場合のスマートコースの電気料金は「従量

電灯Ａ」と称する電気料金を適用する電気の小売供給（以

下「従量電灯Ａ」という。）の電気料金より安価であるか

のように表示していた。 

イ 中国電力は、家庭用の電気の小売供給のうち、「ぐっと

ずっと。プラン シンプルコース」と称する電気料金を適

用する電気の小売供給（以下「シンプルコース」という。）

を一般消費者に提供するに当たり、例えば、令和４年４月

１日から同月２７日までの間、パンフレットにおいて、

「『従量電灯Ａ』で電気をたくさん使うご家庭なら年間約

１０，０００円おトクに！※２」、「ご家族が多いご家庭や、

昼間は家にいることが多いお客さまなど、ご使用量が月平

均４００ｋＷｈを超えるお客さまにおすすめです。」等と

表示するなど、あたかも、少なくとも月平均の使用電力量

が４００ｋＷｈを超える場合のシンプルコースの電気料

金は従量電灯Ａの電気料金より安価であるかのように表

示していた。 

⑵ 実際には、令和４年４月１日から令和５年１月１２日まで

の間においてスマートコース及びシンプルコースに適用さ

れる燃料費調整額が従量電灯Ａに適用される燃料費調整額

を上回るため、スマートコースにおいて月平均の使用電力量

が４００ｋＷｈ以下の場合であってもスマートコースの電

気料金が、また、シンプルコースにおいて月平均の使用電力

量が４００ｋＷｈを超える場合であってもシンプルコース

の電気料金が、それぞれ、従量電灯Ａの電気料金より安価に

ならない場合があった。 

16億 5594

万円 

２ 

富士通クライアン

トコンピューティ

ング 

株式会社 

に対する件 

（Ｒ６．８．２） 

 富士通クライアントコンピューティング株式会社は、「ＬＩ

ＦＥＢＯＯＫ ＷＵ２／Ｇ」等と称するノートパソコン７商品

（以下「特定本件７商品」という。）を一般消費者に販売する

に当たり、自社ウェブサイトにおいて 

⑴ 例えば、令和４年１０月４日及び同月５日に、「ＷＥＢ価

格（税込） １８７，８８０円 キャンペーン価格（税込） 

１４８，４２５円 ２１％ＯＦＦ（１０／５ １４時まで）」

と表示するなど、あたかも、「ＷＥＢ価格」と称する価額（以

下「ＷＥＢ価格」という。）は、自社ウェブサイトにおいて

特定本件７商品について通常販売している価格であり、キャ

ンペーン価格と称する価額（以下「キャンペーン価格」とい

う。）が当該通常販売している価格に比して安いかのように

表示していた。 

4223万円 
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No 事 件 名 事  件  概  要 
課徴金額 

（円） 

 実際には、ＷＥＢ価格は、自社ウェブサイトにおいて、特

定本件７商品について販売された実績のないものであった。 

⑵ 例えば、令和４年１０月４日及び同月５日に、「ＷＥＢ価

格（税込） １８７，８８０円 キャンペーン価格（税込） 

１４８，４２５円 ２１％ＯＦＦ（１０／５ １４時まで）」

と表示するなど、あたかも、表示された期限内に購入した場

合に限り、キャンペーン価格で特定本件７商品を購入するこ

とができるかのように表示していた。 

実際には、表示された期限後に購入した場合であっても、

当該キャンペーン価格で特定本件７商品を購入することが

できるものであった。 

⑶ 例えば、令和４年１０月４日から同月２６日までの間、

「“まとめ買いキャンペーン実施中”買えば買うほどお得！ 

 対象商品のお買い上げ数量に応じて割引額がアップする

お得なキャンペーンです。３台以上のお買い上げ→１台につ

き３，０００円ＯＦＦ！５台以上のお買い上げ→１台につき

５，０００円ＯＦＦ！」及び「［期間：２０２２年１０月２

６日（水）１４時まで］」と表示するなど、あたかも、表示

された期限内に特定本件７商品を含む「まとめ買いキャン

ペーン」と称する企画の対象商品を複数購入した場合に限

り、キャンペーン価格から更に値引きした価格で特定本件７

商品を購入することができるかのように表示していた。 

実際には、表示された期限後に購入した場合であっても、

当該キャンペーン価格から更に値引きした価格で特定本件

７商品を購入することができるものであった。 

３ 

北海道電力 

株式会社 

に対する件 

（Ｒ６．12．３） 

北海道電力株式会社（以下「北海道電力」という。）は、家

庭用の電気及び都市ガスの小売供給（以下「本件役務」という。）

を一般消費者に提供するに当たり、例えば、令和２年１２月３

日から同月５日までの間、同月７日から同月１２日までの間、

同月１４日から同月１９日までの間及び同月２１日から同月

２３日までの間、電気の検針票に併せて配布した「あなたので

んき ２０２０年 冬号 Ｖｏｌ．４０６」と称するリーフ

レットにおいて、「電気もガスもまとめてほくでんがおト

ク！」、「ガスのご契約が北海道ガスの『一般料金』のお客さま

がおトクになる ガスとくパック」、「🔥🔥ほくでんガス＋ほく

でんの電気料金プランエネとくポイントプランのセットで 

ガス料金が北海道ガスの『一般料金』より５％おトクに！ 電

気とガス合わせたら年間約６，０００円相当おトク！」と表示

するなど、あたかも、都市ガスの小売供給に関する契約先を北

海道瓦斯株式会社から北海道電力に切り替え、北海道電力と本

件役務をセットで契約するだけで、北海道電力と本件役務を

セットで契約する前の電気料金と都市ガス料金の合計金額又

は電気料金の金額に比べ、年間でリーフレット等に「おトク」

と記載された金額相当分の利益を得られるかのように表示し

ていた。 

実際には、リーフレット等に「おトク」と記載された金額に

は、ポイントサービスに加入した上で、毎月のログイン、おお

むね毎週配信されるコラムの閲覧等を行わなければ付与され

ないポイント相当分が含まれており、北海道電力と本件役務を

セットで契約するだけで、北海道電力と本件役務をセットで契

約する前の電気料金と都市ガス料金の合計金額又は電気料金

の金額に比べ、年間で「おトク」と記載された金額相当分の利

益を得られるものではなかった。 

3398万円 
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No 事 件 名 事  件  概  要 
課徴金額 

（円） 

４ 

ア ド パ ワ ー ･ ソ

リューションズ 

株式会社 

に対する件 

（Ｒ７．１．28） 

 

アドパワー・ソリューションズ株式会社は、「ＡｄＰｏｗｅ

ｒ」、「ＡｄＰｏｗｅｒ Ｄｉｅｓｅｌ」及び「ＡｄＰｏｗｅｒ 

Ｄｉｅｓｅｌ Ｐｌｕｓ」と称する商品（以下これらを併せ

て「本件商品」という。）を一般消費者に提供するに当たり、

例えば、本件商品について、令和３年１１月１５日、同年１２

月１０日、同月２１日、同月２８日及び令和４年３月４日から

同月２５日までの間、自社ウェブサイトにおいて、「ＥＦＦＥ

ＣＴＳ 貼るだけで得られる効果」、「パワーレスポンスＵＰ 

エンジン内の空気の流れがスムーズになり、馬力・トルク共に

向上します。 貼った瞬間効果を感じたという声が多く寄せら

れています。」及び「燃費に好影響 エンジンの燃焼効率が改

善されることで、燃費の改善が期待できます。 運送会社にお

ける燃費測定データ」等と表示するなど、あたかも、本件商品

を四輪車のエアクリーナーに貼付するだけで、燃費、馬力及び

トルクが向上し、また、排ガスを削減する効果が得られるかの

ように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付け

となる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社

は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該

資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであ

るとは認められないものであった。 

338万円 

５ 

株式会社 

東亜産業 

に対する件 

（Ｒ７．１．30） 

 

 株式会社東亜産業は、「ウイルスシャットアウト」と称する

商品（以下「本件商品」という。）を一般消費者に販売するに

当たり、 

⑴ 令和２年２月２６日に、自社ウェブサイトにおいて、本件

商品及びその周囲に浮遊するウイルスや菌のイメージの画

像並びに本件商品の容器包装の画像と共に、「緊急ウイルス

対策！！」、「流行性ウィルスからあなたを守ります！」、「二

酸化塩素配合の除去・除菌成分が周囲に浮遊するウイルスや

菌を除去します。」、「この時期・この季節に必携！ウイルス

の気になる場所でご使用ください。」及び「首にかけるだけ

で空間のウイルスを除去！」等と表示することにより 

⑵ 令和２年２月２７日に、「楽天市場」と称するウェブサイ

トに開設した自社ウェブサイトにおいて、本件商品から成分

が出ているイメージ画像及び本件商品を首にかけた人物の

写真と共に、「ウイルス対策 塩素成分で空間の除菌」、「こ

の時期・この季節に必携」及び「幅広く・様々な環境に最適！ 

学校 オフィス 病院 電車」等と表示することにより 

あたかも、本件商品を身につければ、身の回りの空間における

ウイルスや菌を除去又は除菌する効果が得られるかのように

示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付け

となる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社

は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該

資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであ

るとは認められないものであった。 

1651万円 

６ 

さくらフォレスト

株式会社 

に対する件 

（Ｒ７．３．19） 

さくらフォレスト株式会社は、「きなり匠」と称する商品及

び「きなり極」と称する商品（以下これらを併せて「本件２商

品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、例えば、「き

なり匠」と称する商品について、令和４年１月６日から令和５

年６月３０日までの間、容器包装において、「中性脂肪 ＬＤ

Ｌコレステロール 血圧が気になる方へ」、「【届出番号】Ｇ６

１７」、「【届出表示】本品にはＤＨＡ・ＥＰＡ、モノグルコシ

１億 903

万円 
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No 事 件 名 事  件  概  要 
課徴金額 

（円） 

ルヘスぺリジン、オリーブ由来ヒドロキシチロソールが含まれ

ます。ＤＨＡ・ＥＰＡには中性脂肪を低下させる機能があるこ

とが、モノグルコシルヘスペリジンは血圧が高めの方の血圧を

下げる機能があることが、オリーブ由来ヒドロキシチロソール

は抗酸化作用を持ち、血中のＬＤＬコレステロール（悪玉コレ

ステロール）の酸化を抑制させることが報告されています。」

等と表示するなど、あたかも、本件２商品の各商品をそれぞれ

摂取すれば、本件２商品の各商品に含まれている各成分の作用

により、中性脂肪を低下させる効果、高めの血圧を下げる効果

及び血中のＬＤＬコレステロールの酸化を抑制させる等の効

果が得られるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付け

となる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社

は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該

資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであ

るとは認められないものであった。 

７ 

株式会社 

夢グループ 

に対する件 

（Ｒ７．３．21） 

株式会社夢グループは、「立体マスク３０枚セット」と称す

る商品（以下「本件商品」という。）を一般消費者に販売する

に当たり、令和２年３月１３日から同年４月２６日までの間、

全国の各地域の新聞紙面広告において、「立体マスク３０枚

セット３，６００円（税抜）」及び「本日の広告の有効期限５

日間」と表示することにより、あたかも、当該広告掲載日から

５日間に限り、３，６００円（税別）で、他に負担すべき費用

はなく、本件商品を購入できるかのように示す表示をしてい

た。 

実際には、本件商品を１セット購入する場合には、３，６０

０円（税別）の他に送料や手数料を負担する必要があるもので

あり、当該広告掲載日から５日間を経過した後も当該条件で本

件商品を購入することができるものであった。 

6589万円 
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４ 令和６年度において消費者庁が指導を行った主な事件 

⑴ 第５条第１号（優良誤認） 

事 件 概 要 

Ａは、普通自動車（以下「本件商品」という。）を販売するに当たり、商品カタログに、オー

トロック機能、キーを持ってクルマから約２ｍ離れると施錠されますと表示することにより、

あたかも、本件商品には、オートロック機能が標準装備されているかのように示す表示をし

ていたが、実際には、同機能が標準装備されていなかった。 

 

⑵ 第５条第２号（有利誤認） 

事 件 概 要 

Ｂは、研修講座（以下「本件役務」という。）を提供するに当たり、ウェブサイトにおいて、

合格講座 試験と同時申込で → 〇〇，〇〇〇円（税込）→△，△△△円（税込） □，□

□□円（税込）も割引になります等と表示することにより、あたかも、本件役務及び試験を

同時申込した場合に□，□□□円の割引になるかのように表示していたが、実際には、本件

役務及び試験を同時に申込まなくとも□，□□□円の割引となるものであった。 

Ｃは、収納スペースの賃貸サービス（以下「本件役務」という。）を提供するに当たり、ウェ

ブサイトにおいて、申込期限〇／〇〇、運送費最大無料＆契約事務手数料無料！及び今なら

△年利用で□ヶ月無料と表示することにより、あたかも、記載の期限までに、本件役務の提

供を申し込んだ場合に限り、記載の取引条件で本件役務の提供を受けることができるかのよ

うに表示していたが、実際には、記載の期限後に本件役務の提供を申し込んだ場合であって

も、記載の取引条件で本件役務の提供を受けることができるものであった。 

Ｄは、インプラントに係る役務（以下「本件役務」という。）を提供するに当たり、ウェブ

サイトにおいて、相談＋検査（通常〇万円）“無料”治療費定額制 相談は無料です。治療ス

タートまで一切費用が発生しないため安心して相談や検査を受けることが可能となっていま

すと表示することにより、あたかも、本件役務の契約締結前に行う検査等の諸費用が無料で

あるかのように表示していたが、実際には、「診断料」として△△，△△△円の料金が発生す

るものであった。 

Ｅは、研修講座（以下「本件役務」という。）を提供するに当たり、ウェブサイトにおいて、

キャンペーンで 〇〇，〇〇〇円（税込）→△△，△△△円（税込）と、実際の提供価格に当

該提供価格を上回る価格（以下「比較対照価格」という。）を併記することにより、あたかも、

比較対照価格は、Ｅが本件役務について通常提供している価格であり、実際の提供価格が当

該通常提供している価格に比して安いかのように表示していたが、実際には、比較対照価格

は、Ｅにおいて最近相当期間にわたって提供された実績のないものであった。 

 

⑶ 第５条第３号（指定告示） 

（おとり広告） 

事 件 概 要 

Ｆは、美容関連の講座（以下「本件役務」という。）を提供するに当たり、ウェブサイトに

おいて、プロの高い技術を学べます。〇〇〇認定校なので技能検定対策もバッチリ！最短△ヶ

月で資格取得が可能。△△△△校ですぐに現場で活躍できると表示することにより、あたか

も、△△△△校において本件役務を提供するかのように表示していたが、実際には、△△△△

校では本件役務の提供を受けることができないものであった。 
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（ステルスマーケティング告示） 

事 件 概 要 

Ｇは、保育サービス（以下「本件役務」という。）を提供するに当たり、Ｇｏｏｇｌｅマッ

プにおける同社の施設の「クチコミ」欄において、Ｇ自ら、当該施設の評価として★★★★

★と、また、月齢が低くても沢山の学びを得られる園だと思いますと投稿しているところ、

当該表示は、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となって

いるとは認められなかった。 

 

⑷ 景品事件 

事 件 概 要 

Ｈは、葬儀場の会員への入会に係る取引に関して、葬儀場の会員に入会した一般消費者を

対象に、抽選により、電動自転車及び葬儀プラン無料券（５０万円相当）を〇名に、掃除機

及び葬儀プラン無料券（４０万円相当）を〇名に、それぞれ提供することを企画し、これを

実施した。 

本件企画において、懸賞に係る取引の価額は５，０００円と認められることから、Ｈが懸

賞により提供することができる景品類の最高額は１０万円であり、前記の景品類の価額は、

いずれも１０万円を超えるものであった。 

また、本件企画において、懸賞に係る取引の予定総額は１５万円と認められることから、

Ｈが懸賞により提供することができる景品類の総額は３，０００円であり、前記の景品類の

総額は、この制限を超えるものであった。 

 

なお、指導事案については、表示内容等を一部加工して記載している。 
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別紙２ 

 

令和６年度において都道府県知事により措置命令が行われた事件 

 

No 事 件 名 
都道 

府県 
事  件  概  要 違反法条 

1 

まるなか水産 

株式会社 

に対する件 

（Ｒ６．５．31） 

 

京都府 まるなか水産株式会社は、「間人ガニ」と称するズワ

イガニを一般消費者に販売するに当たり、令和５年２

月１日及び同月２５日に、間人ガニのブランドを証明

するプラスチックタグ（地域登録商標）をズワイガニ

に取り付けることにより、あたかも、「間人ガニ」と称

するズワイガニであるかのように示す表示をしていた

が、実際には、他県産のズワイガニであった。 

第５条 

第１号 

2 

株式会社 

ヴィワンアーク

ス 

に対する件 

（Ｒ６．10．10） 

 

東京都  株式会社ヴィワンアークスは、「ＭＩＨＯＲＥ（ミ

ホレ）」と証する医薬部外品（以下「本件商品」とい

う。）を一般消費者に販売するに当たり、アフィリエ

イトサイトにおいて、 

⑴ 例えば、「医学的に効果立証済みなので、効果が

出るのは当たり前」との記載と共に、「初日」、「３

日後」、「１０日後」と徐々に毛髪が濃くなってい

く頭頂部の画像、「“根本ケアができる”からこそ、

ミホレに乗り換える人が続出しているんですね」、

「＼白髪ケアもばっちり／」等と表示するなど、あ

たかも、本件商品を使用することで、本件商品に含

まれる成分の作用により、短期間で、外見上視認で

きるまでに、薄毛の状態が改善されるほどの発毛効

果又は白髪の状態が改善し、黒髪が生える効果を得

られるかのように示す表示をしていた。 

⑵ 例えば、「今話題の塗る女性ホルモン」、「国が

認めるその実力はいかに！？」と題して、「使用前」

と付して毛髪が薄い頭頂部の画像、「使用後」と付

して毛髪が濃い頭頂部の画像を並べて掲載すると

共に、「１ヶ月でこの変化！！」等と表示するなど、

あたかも、本件商品を使用することで、本件商品に

含まれる成分の作用により、短期間で、外見上視認

できるまでに、薄毛の状態が改善されるほどの発毛

効果を得られるかのように示す表示をしていた。 

 東京都知事が、景品表示法の規定に基づき、同社に

対し、期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠

を示す資料の提出を求めたところ、同社は資料を提出

したが、表示の裏付けとなる合理的な根拠とは認めら

れないものであった。 

第５条 

第１号 

（第７条 

第２項 

適用） 

3 

株式会社 

大和コーポレー

ション 

に対する件 

（Ｒ７．３．５） 

埼玉県 株式会社大和コーポレーションは、同社が供給する

水回りの修繕に関する役務（以下「本件役務」という。）

を一般消費者に提供するに当たり、少なくとも令和６

年４月１０日から同年９月３０日までの間、同社が運

営する「水道修繕受付センター」と称するウェブサイ

トにおいて、 

⑴ 「水回りの対応件数 約１０万件」、「実績 当社 

月間２０００件 他社 月間１００件前後」と表

示することにより、 

① あたかも、多数の修理実績を有しているよう

第５条 

第１号 

及び 

第５条 

第２号 

29



No 事 件 名 
都道 

府県 
事  件  概  要 違反法条 

に示す表示をしていたが、実際には、当該事業

者が、過去提供した本件役務に係る契約件数は

１０万件を大きく下回るものであり、過去提供

した本件役務に係る月間平均契約件数は２０

００件を大きく下回るものであった。 

② あたかも、本件役務に係る修理実績につい

て、他の事業者の実績を大幅に上回るかのよう

に示す表示をしていたが、実際には、他の事業

者の修理実績は、統計的に客観性が確保された

調査によるものではなかった。 

⑵ 「今月だけのＷＥＢ限定割引 ３，０００円Ｏ

ＦＦ 基本料金３，０００円 ＞＞ ＼地域最安

値に挑戦！／ ０円 完全無料 現地見積り 

深夜・早朝料金 現地キャンセル 出張費」、「他

社との料金比較 料金 当社 基本料０円※別

途、作業料金が掛かります。 他社 基本料６，

０００円＋作業費 別途：調査費・出張費」と表

示することにより、 

① あたかも、本件役務に係る修理代金につい

て、他の事業者が提供する修理代金と比較して

安いかのように表示していたが、実際には、当

該他の事業者の修理代金は、統計的に客観性が

確保されたものではなかった。 

② あたかも、本件役務は表示にある安価な価格

で提供可能であるかのように表示していたが、

実際には、本件役務の作業の過程で追加料金が

発生することにより、約数万円から数十万円の

作業代金を追加請求されるなど、表示されてい

るような価格で本件役務の提供を受けること

ができないものであった。 

③ あたかも、限定された期間中に依頼した場合

にのみ、割引が適用された価格で本件役務の提

供を受けられるかのように表示していたが、実

際には、期間を限定することなく継続的に基本

料金を無料とする割引を適用させた価格で本

件役務の提供を受けられるものであった。 

4 

株式会社 

ダイエットプレ

ミアム 

に対する件 

（Ｒ７．３．28） 

東京都 株式会社ダイエットプレミアムは、「酵素づくしの

べっぴん炭クレンズ」と称する食品（以下「本件商品」

という。）を一般消費者に販売するに当たり、 

⑴ 複数のアフィリエイトサイトにおいて、「テレ

ビでの放送を禁止されてた 『強力脂肪溶解術』

を使ってみたら… －１２ｋｇ達成する人続出

で大炎上」等と表示することにより、あたかも、

本件商品を摂取することで、本件商品に含まれる

成分の作用により、誰でも食事制限や運動をする

ことなく、短期間で容易に顕著な腹部の痩身効果

を得られるかのように示す表示をしていた。 

東京都知事が、景品表示法の規定に基づき、同

社に対し、期間を定めて表示の裏付けとなる合理

的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社

は当該期間内に資料を提出しなかった。 

⑵ アフィリエイトサイトにおいて、「炭クレンズ

はアメリカのダイエット部門で第１位にも選ば

第５条 

第１号 

（第７条 

第２項 

適用） 

及び 

第５条 

第３号 

（ステル

スマーケ

ティング

告示） 
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No 事 件 名 
都道 

府県 
事  件  概  要 違反法条 

れています。」等と表示することにより、あたか

も、本件商品について、短期間で痩せる必要のあ

るセレブから支持され、米国のダイエット部門で

人気第１位に選ばれたかのように示す表示をし

ていた。実際には、本件商品が短期間で痩せる必

要のあるセレブから支持され、米国のダイエット

部門で人気第１位に選ばれたという事実はな

かった。 

⑶ 仲介事業者を経由し、複数のインフルエンサー

（以下「第三者」という。）に対し、対価を提供す

ることを条件に、本件商品についてＩｎｓｔａｇ

ｒａｍに投稿を依頼したことによって当該第三

者が投稿した表示に関し、同社が依頼した投稿で

あることを明らかにせずに抜粋することにより、

自社販売ウェブサイトにおいて、「Ｉｎｓｔａｇ

ｒａｍでも 大人気！」と記載して、本件商品の

パッケージを手に持つ等した人物６名の画像等

を表示していた。 

当該表示は、①事業者が自己の供給する本件商

品の取引について行う表示（以下「事業者の表示」

という。）と認められるものであり、②表示内容全

体から一般消費者にとって事業者の表示である

ことが明瞭になっているとは認められず、一般消

費者が事業者の表示であることを判別すること

が困難であると認められる表示に該当するもの

であった。 
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